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1 0 変更契約の理由

スイッチがあるため、移設を行うもの。

変更契約結果表

9,636,167

・建具仕様の変更：当初計画していたWD-1（３枚片引き戸）について、高さに対して

幅が狭小のため、開閉が安定しないおそれがあることから、仕様をWD-1-1（開き

戸+2枚折れ戸）及びWD-1-3（３枚連動戸）、WD-1-2（固定戸+２枚連動戸）に
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変更するもの。

・照明スイッチの移設：WD-2（1枚片引き戸）の設置により、引込裏となる壁に照明

電 話 番 号

契 約 日

契 約 期 間

請 負 業 者

住 所

７

契 約 金 額

商 号 又 は 名 称

代 表 者 名

工 事 概 要

４

居室内アコーディオンカーテン撤去及び木製建具取付　　

工 事 種 別


